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自転車タクシー（VELOTAXI）の安全性と
ドライバーの意識に関する研究

佐 木々　和之 1・齋藤　毅 2・近藤　隆二郎 3

１．研究の背景

　タイやベトナムでは現在も自転車タクシーが用いられて
いるが，日本国内における自転車タクシーは戦後の復興期
を過ぎて一旦消滅した．しかし，1997年にドイツで自転車
タクシー「VELOTAXI」が『環境にやさしい新しい交通シ
ステムと，動く広告がひとつになった乗り物』として開発さ
れた 1) のを契機に，排気ガスを出さない公共交通として自
転車タクシーが見直された．国内では 2002 年に京都で
運行が開始され，2010 年現在全国 27 都市で100 台以
上の自転車タクシーが導入されるに至った 2)．
　2010 年現在，一部の例外を除いて国内で導入されてい
る自転車タクシーはほとんどが「VELOTAXI」である．車
種としては「City Cruiser I」「City Cruiser II」の二種類が
存在する 1) が，国内では「City Cruiser I」の走行台数が
多い 2)．
　「VELOTAXI」は道路交通法上は自転車であり，道路
の左端の通行と二段階右折が必要となる．普通自転車の
規格を満たさないため，自転車通行可の歩道は走行でき
ない．また，都道府県毎に定められた規則により，自転車
に運転者一人以外の乗車（小児除く）を認めていない県が
あり，認めていない県では乗客を乗せることができない．
　「VELOTAXI」は自転車の一種ではあるものの，「City 
Cruiser I」の場合，三輪で車幅 1.1m，高さ1.75m，全長

3.05mと，車体の大きさは軽自動車に近い．乗客乗車時
の重量は約300kgに及ぶ．その反面，電動アシスト人力で，
最小回転半径 2.52mと軽自動車の最小回転半径の規格
の半分程度であり，内輪差は1.72m1) あることから，軽自
動車とも挙動が大きく異なる．従って動力源や挙動，依拠
する条文が異なることから軽自動車の安全な走り方を当
てはめることはできない．また，普通自転車における安全
な走り方をそのまま当てはめることもできないという課題
がある．
　加えて，自動車の運転免許講習の際に用いられる「交
通の教則」3) には「VELOTAXI」のような自転車タクシー
についての記述はなく，安全な走り方については各々の事
業者が独自に工夫し蓄積している状況である．また安全な
走り方について事業者間で情報共有する仕組みもない．
　自転車タクシーについての既存研究としては，運営面に
ついて，齋藤の利用状況と運営面の改善に関する調査研
究 4)，内田の国内におけるベロタクシーの運行実態に関す
る研究 5)，内田らのインドネシア・ジョグジャカルタ市にお
ける自転車タクシーの運行実態に関する研究 6) がある．
国内の課題としては，自転車タクシーの走行できる範囲に
制約があること，ドライバーの確保，広告収入の確保など
が指摘されている．
　また，空間面について，内田の自転車タクシーの走行に
適した都市空間に関する研究 7) がある．運行については

　「VELOTAXI」は自転車の一種ではあるものの，車体の大きさは軽自動車に近い一方で，電動アシストの人力であ
るため軽自動車とは挙動が大きく異なる．従って軽自動車の安全な走り方を当てはめることはできない．また，車体の
大きさが異なる普通自転車における安全な走り方をそのまま当てはめることもできないという課題がある．
　本研究では，安全な走り方について各地の事業者が独自に工夫し蓄積している状況に着目し，安全な自転車タクシー
の運行に向けて，国内各地の「VELOTAXI」ドライバーが「運転中にどのように注意を向けているのか」を明らかにす
ることを目的とした．研究の結果「交差点（直進・左折・右折）」「回避操作」の際に各地の運転者が共通して注意を
向けているものを明らかにした．
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日本とインドネシアの比較が行われている一方で，空間に
ついてはインドネシア・ジョグジャカルタ市のメインストリー
トにおいて，自転車タクシーが走行しやすい環境が整って
いることを述べている．しかしながら，走行面についての既
存研究は存在していない．

２．研究の目的
　
　本研究では，安全な走り方について各々の事業者が独
自に工夫し蓄積している状況に着目し，安全な自転車タク
シーの運行に向けて，国内各地の「VELOTAXI」ドライバー
が「運転中にどのように注意を向けているのか」を明らか
にすることを目的とする．
　本研究が今後多様化することが予想される移動手段
（セグウェイ，自転車タクシー，小型電気自動車など）が都
市空間へと導入されていく場合の一つの先行的知見とな
ることを意義とする．

３．調査・集計方法

(1)ヘッドマウントカメラ調査
　「VELOTAX」ドライバーの頭にヘッドマウントカメラ
（SONY CCD-MC1）を装着し（図 -1），どのような視界を
確保して運転を行っているかを動画記録する．調査員１名
がカメラのチェックを行うため乗客席に同乗する．

(2)プロトコル法に準じた調査
　プロトコル法とは，被験者に意思決定させ，その過程で
五感で感じたこと，考えたことを都度語らせ音声記録する
方法である．
　自動車運転者を対象にした類似研究には，運転者が信
号のある交差点で黄信号開始時に進行し続けるか，ある
いは停止するかといったように，変化する交通状況に応じ
て行動を選択・決定する，運転行動の意思決定過程につ
いて検討した研究 8)．そして，自動車運転中の運転者の視
覚的注意の特徴を調査した研究 9) が存在する．いずれの
研究もプロトコル法もしくはプロトコル法に準じる調査手
法が用いられている．
　以上を踏まえ，「VELOTAX」ドライバ―が，どのような
場面で，何に視線を向け，どのような運転判断を行ったの
かという一連の行動意思決定過程を捉えるため，人間の

 

図−１　ヘッドマウントカメラを装着したドライバー

 

表−１　運転場面の定義

 

表− 2　研究対象事業者

 

表− 3　「VELOTAXI」ドライバー被験者
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意思決定過程を抽出し検討する方法として，プロトコル法
を用いる．
　本研究においては，実験対象となる運転者は , 運転中
に見たものや考えた事を声に出しながら報告し運転するこ
ととした．音声記録はヘッドマウントカメラの撮影と同時に，
カメラのマイクから行った．調査を開始する前に１０分程
度走行しながらの報告の練習を行い，続けて約３０分間
の本調査を被験者１人につき１回実施する．

(3) 集計方法
a)記録音声（プロトコルデータ）の文字起こし
　報告音声（プロトコルデータ）を文字に起こし，時系列
で Excelに一覧表として記入する．

b)記録映像（運転行動）の地図起こし
　ベロタクシーは道路上をどのように動いているのか,ド

ライバーは運転中にどういったものに注意しているかにつ
いて，a) の集計結果と(1) の動画記録を基に地図上に記
載する．

c)各地域のドライバーに見られた運転特徴の整理
　「VELOTAXI」ドライバーが運転中に注意をしている点，
及び動作の共通性について，運転場面毎に検証する．運
転場面は「走行」「停車」「交差点進入（直進・左折・右折）」
「回避操作」の四種類を定義した（表 -1）．

４．調査結果

 

図− 4　実験走行ルート（名古屋）10)

 

図− 2　「City Cruiser I」図面

 

図− 3　実験走行ルート（彦根）10)
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(1) 研究対象
　交通量によって「VELOTAXI」の運転方法に差異が生
じる可能性があることから，交通量の多い名古屋市と，交
通量の少ない彦根市を選定した．更に国内で 2002 年に
初めて「VELOTAXI」を導入し，運転に関してのノウハウ
が最も蓄積されていると思われる京都市を加え，合計３市
の「VELOTAXI」事業者（表 -2）を研究対象とした．
　「VELOTAXI」には二つの車種があるが，全国で最も
多くの台数が導入されている「City Cruiser I」（図 -2）を
用いた．
　本研究では「VELOTAXI」ドライバーを被験者とするこ
とから，各市から１名のドライバーに被験者になって頂い
た．被験者ドライバーの概要は表 -3 の通りである．
　実験ルートは各運行エリア内で通常営業において走行
する交通量の多い道路と，交通量の少ない道路を含むエ
リアから，各ドライバー約 30 分間の走行となるよう選定を
行った．各エリア毎の実験走行ルートを図 -3 〜図 -5 に示
す．

 

図− 5　実験走行ルート（京都）10)

 

 

表− 4　交差点への進入（彦根）

図− 6　交差点への進入 ( 彦根）

 

 

表− 5　交差点への進入（名古屋）

図−7　交差点への進入（名古屋）

(2) 集計結果
　集計の結果，名古屋の運転場面 51，彦根の運転場面
30，京都の運転場面 31の，計112 場面が抽出された．
　このうち「交差点進入（直進・左折・右折）」及び「停車」
と「回避操作」の運転場面で共通性が見られた．
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c) 運転場面「交差点（直進・左折・右折）」−二段
階右折
　「VELOTAXI」が交差点を右折する場面では，二段
階右折が義務付けられている．「VELOTAXI」の他に二
段階右折を行う乗り物には原動機付き自転車があるが，
名古屋 2/2 場面，彦根 2/2 場面，京都 2/2 場面の全てで
「VELOTAXI」の二段階右折する方法が原動機付き自転
車とは異なっていた．
　原動機付き自転車の二段階右折の場合，まず一つ目の
信号を待つ時に交差点の手前で右ウインカーを出す．信号
が変わり道路を横断し，交差点内で方向転換をして右を
向き，ウインカーを消す．この時，原動機付き自転車は，交
差点で停車をしている自動車の先頭車両となる．二つ目の
信号が青になったら進む．（図 -9）
　「VELOTAXI」の二段階右折の実際では，二段階右折
をする時の停車場所が異なっていた．二つ目の信号を待っ
ている時には「横断歩道と車道の間の空間」に停車してい
た（例　表 -7 図 -10）．

a)運転場面「交差点（直進・左折・右折）」及び「停車」
　信号のある交差点では，自転車用信号ではなく，
歩行者用信号を基準にして道路を横断している（例
　表 -4 図 -6）場面が，名古屋 10/24 場面，彦根
3/14 場面，京都 5/17場面の計18 場面で見られた．
自動車用信号が黄色となっていても，歩行者用信号
が赤色を表示していれば停車を選択している．
　尚，交差点内の走行ルートについては，彦根，京都は真っ
直ぐ直進，名古屋は左に寄る（例　表 -5 図 -7）という違
いが見られた．

b)運転場面「交差点（直進・左折・右折）」−左折
　事例が少ないが，交差点を左折する場面では，京都 1/1
場面，彦根 1/1場面では左折を行う際に，左後方を確認
していた（例　表 -6 図 -8）が，名古屋0/2場面では無かっ
た．

 

 

表 -6　左折（彦根）

図− 8　左折 ( 彦根）

 
図 -9　原動機付き自転車の二段階右折方法

 

図 -10　二段階右折（名古屋）

 

表 -7　二段階右折（名古屋）
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　③ベロタクシーの前方部分と駐車車両のスペースを
　　確認する
　④ベロタクシーの左側面部と駐車車両が接触しない
　　ようにスペースを確認する
　⑤通常の走行に戻る
以上のステップを①〜⑤まで実施するタイプ（例　表 -8 
図 -11）が名古屋 8/9 場面，彦根 0/3 場面，京都 3/3 場
面の計11場面，①②⑤のみ実施するタイプ（例　表 -9 
図 -12）が名古屋 1/9 場面，京都 0/3 場面，彦根 3/3 場
面の計 4 場面と分かれた．

５．考察

(1)運転場面「交差点（直進・左折・右折）」−交差
点への進入
　交差点への進入タイミングを誤ってしまうと，自動車のよ
うな巡行速度が無く，急加速もできない「VELOTAXI」は
信号が変わってもまだ道路を横断しきれず，道路上に取り
残されてしまう事もあり得る．従って自動車信号ではなく，
自動車信号より早く変わる歩行者信号を用いて運転してい
る．
　次に，交差点内の走行ルートの違いについてである．京
都と彦根の場合，交差点内を直進する時には，左に寄らず
に真っ直ぐ進む．京都の場合は車道の左側の歩道と白線
の間が，ベロタクシー1台分が全て入る程の幅があるため，
真っ直ぐに進んでも交通の妨げにはならない．彦根の場合
は，交通量が少ない事もあり，「VELOTAXI」が原因で交
差点付近の交通の流れが悪くなってしまうという事はほと
んど考えられない．
　一方，名古屋の場合は，京都ほど左側の歩道と白線の
間の空間の余裕がなく，加速が遅い「VELOTAXI」独特
のゆっくりとしたスピードで，道路を真っ直ぐに横断してし
まうと，「VELOTAXI」後方の車の邪魔になってしまう．従っ
て交差点内では左に寄り，後方の車が追い越しやすいよう
にしている．
　尚，京都で使用されているマニュアルの中では，自動車
用信号が「黄色になりそうな場合や，黄色の場合は，絶対
に横断しないこと」と明記されていた．

(2) 運転場面「交差点（直進・左折・右折）」−左折
　名古屋のみ行動の違いが見られた．この理由として，名
古屋では左折を行う交差点が近付くと，徐 に々歩道側へベ
ロタクシーを寄せていくという特徴があった．予め交差点
が近づく前にこのような行動を取っていたため左折を行う
際に，特に左後方を確認する必要がなかったと思われる．

d)運転場面「回避操作」
　「VELOTAXI」が駐車車両を追い越す場合については，
共通する二つのパターンが確認された．
　①前方に駐車車両を発見する
　②ベロタクシーの後方を走行する車とのスペースを
　　右ミラーや，目視で確認する

 

 

 

 

表 -8　回避操作（名古屋）

図−11　回避操作（名古屋）

表 -9　回避操作（彦根）

図−12　回避操作（彦根）
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在する場合は，「安全な空間を確保する事」が難しくなり，
運転中の動作が複雑になっている．

(2) 歩行者用信号を基準として運転判断が行われ
ている
　自動車と接触する可能性が高い交差点において，自動
車よりも自転車や歩行者のスピードに近いベロタクシー
は，交差点では，自動車用信号ではなく歩行者用信号に
注意を向けて運転判断を行っている．

(3)二段階右折の際「VELOTAXI」独特の停車位
置が用いられている
　「VELOTAXI」は原動機付き自転車と同じ二段階右折
が義務付けられているが，二つめの信号を待つ時の停車
位置は原動機付き自転車とは異なる停車位置 ( 横断歩道
と車道の間の空間）が用いられている．これは二つめの信
号が青になった際に，加速の早い自動車が追い抜きやす
いように注意を向けている．

7.今後に向けて

　本研究では，国内各地の「VELOTAXI」ドライバーが「運
転中にどのように注意を向けているのか」「運転場面別に
どのような運転行動を取っているのか」について，二つの
運転場面において，注意を向け行動している共通部分を
抽出した．
　しかしながら，共通していなくても，各々の被験者独自
の安全な走り方の工夫が他にも記録されている．今後は，
記録された他の情報を基に，追加実験を行って検証して
いくことで，より多くの「VELOTAXI」の安全な走り方を実
証していきたい．
　一方，「VELOTAXI」を見た事がある人にとっても，道路
空間での「VELOTAXI」の立ち位置というのは理解されに
くい．
　これまで自動車と歩行者の 2 種類の速度しか，道路空
間では想定されてこなかった．しかし今後は，スポーツ自
転車のようにシティサイクルよりも速度の出る自転車の増
加や，大きさが大きい自転車タクシーなどが都市の道路空
間に増えていくことが考えられる．
　「VELOTAX」の安全な運転を継続させるためには，「運
転中にどのように注意を向けているのか」，「運転中にどの
ようなものに危険を感じているのか」「運転場面や運転対
象別にどのような運転行動を取っているのか」といった現
場の情報を更に蓄積し，路上走行体験から得られた知識
をまとめた，より実践的なマニュアルを各地域の道路の実
状に応じて作成する事も必要である．

(3) 運転場面「交差点（直進・左折・右折）」−二段
階右折
　二つ目の信号を待つ時に，原動機付き自転車の
二段階右折の場合よりも歩道側に停車する理由は，
「VELOTAXI」の加速が遅いため，原動機付き自転車の
停車している位置と同じ位置で待つと，それが後方の自動
車にとって邪魔になってしまう可能性があるためである．
　従って「VELOTAXI」の二段階右折では，「二つ目の信
号を待つための安全な空間を確保する事」が特徴となっ
ている．名古屋の場合は信号を横断しながら，次に停車す
る場所を探していた．京都の場合は，周囲の交通環境から
見てベロタクシーが邪魔な位置に無いかを確認していた．
　彦根の場合，今回の実験では特に停車位置を確認す
るような行動は見られなかったが，彦根の運行管理者
によると，もし停車位置が確保できなくなった場合は，
「VELOTAXI」から一旦降りて，手押しで横断歩道を渡る
場合もあるとのことであった．（「VELOTAXI」は道路交
通法上自転車扱いであるが，手で押しながら歩けば，道路
交通法上は歩行者扱いとなるため．）

(4) 運転場面「回避操作」
　交通量の差によって①〜⑤まで実施するタイプと，①
②⑤のみ実施するタイプに分かれていると考えられる．そ
の為，前者は交通量の多い名古屋・京都に，後者は交通
量の少ない彦根に出現している．
　名古屋と京都が②を行う時には，「ベロタクシーの後方
を走行する車とのスペースが確認できたので，『車道へ出
る』」という判断をミラーでの確認ではなく，頭部を移動さ
せ，直接目視で行っている．これは「City Cruiser I」の内
輪差が大きいため，巻き込んだり接触する危険性を減らす
ためである．

6．結論

(1)「安全な空間を確保する事」を念頭に置きなが
ら運転が行われている
　「VELOTAXI」は道路交通法上「自転車」に該当するが,
その特徴は普通自転車以上，軽自動車未満である．走行
中に危険を感じた時には，普通自転車のように歩道へ逃げ
る事もできず，また自動車のように危険を感知した時に，瞬
時に車体を動かすための機動性も持ち合わせていない．
　そのため「VELOTAXI」の運転の特徴として，「交差点
（直進・左折・右折）」「回避操作」の際，「安全な空間を
確保する事」に注意を向けた運転がなされていることが判
明した．また，道路幅が狭く，自動車の交通量が多い道路，
歩行者や自転車，駐車車両がベロタクシーの目の前に存
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Abstract: "VELOTAXI" is a kind of bicycles. But, the size of the body is close to minicar. Since it is an 
electric bicycle, an action differs from minicar. 
In this study, it noted that entrepreneurs were devising about safety drive of "VELOTAXI." The drivers of 
"VELOTAXI" aimed at showing "how cautions are turned during drive." In the result, it was shown at the 
time of "a crossing (going straight, left turn, and right-turn)" and "evasion operation" what the driver takes 
care of.

　また一方で，歩行者よりも早く，自動車よりも遅い都市
の移動手段を想定した，道路空間づくりやルール，マナー
も求められる．

補注および引用文献
1) NPO 法人環境共生都市推進協会（2011.3.1）：VELOTAXI 

JAPAN, http://www.velotaxi.jp/
2) 齋藤毅（2010）：自転車タクシー（Velotaxi）の安全性とドラ

イバーの意識に関する研究 , 滋賀県立大学環境科学部修士
論文

3) 警察庁交通局監修：交通の教則 ( 運転者用）,  財団法人全
日本交通安全協会

4) 齋藤毅：ベロタクシーの利用状況と乗客からみた改善点に関
する研究-「ベロタクシーひこね」を対象として-, 滋賀県立大学
環境科学部環境社会計画専攻学士論文

5) 内田晃：ベロタクシーの国内での運行実態と今後の課題
（2009）, 都市政策研究所紀要第 3 号, 19-29

6) 内田晃，出口敦（2009）：インドネシア・ジョグジャカルタ市に
おける自転車タクシーの運行実態と課題 , 日本建築学会大
会学術講演梗概集（東北）, 331-334

7) 内田晃（2010）：自転車タクシーの走行に適した都市空間に
関する研究 , 都市政策研究所紀要第 4 号, 1-12

8) 吉川聡一（1998）：プロトコル法による運転行動の意思決定
過程の研究 , 社会心理学研究 , 14(1), 31-42

9) 蓮花一巳（1979）：ドライバーの視覚的注意に及ぼす運転経
験の効果 -言語報告法による注視対象の分析 -, 社 IATTS 
review,5(3), 204-213

10)Google（2010）：Google Map, http://maps.google.co.jp/ 
にて作成

本研究は，「自転車等の中速グリーンモードに配慮した道
路空間構成技術に関する研究」（国土交通省国土技術政
策総合研究所委託）（の一部）として，筆者らが実施した
ものである．


